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特許査定あるいは拒絶査定の判断が下された後でも，その

審査に対して納得できなければ，出願人は不服申し立てを

行うことができる．これを「審判制度」という．ここでは，

審判制度の中でも，エンジニアがかかわる可能性が高い

「拒絶査定不服審判」，「特許異議申し立て」，「特許無効審

判」，「訂正審判」について解説する． （編集部）

特許制度には，審査の結果に不服申し立てができるよう

に，上級審として審判制度が設けられています．この段階

までくると，一見，特許の専門家にしか関係のない手続き

のように思われます．

しかし，審判制度も「発明の有効性を判断する」という意

味では，審査段階と同じように技術的な情報が必要です．

ですから，審判段階においても技術者が関与する機会は少

なくありません．特に，審査段階では書面処理が原則なの

に対して，審判段階では口頭審理が行われるケースがしば

しばあります．このような場合，専門家として技術説明を

詳細に，かつ，的確に口頭で行う必要があります．

そこで本稿では，技術者のみなさんが審判制度に関与す

るケースに遭遇した場合を想定して，「審判制度とは，何？」

という基礎的な疑問を解消できることを目標に，概略を説

明していきます．

●審査官の判断に不服があるときは審判制度を利用する

特許制度では，最初に特許庁の審査官によって特許出願

が審査されます．そして，特許査定または拒絶査定のいず

れかの判断が下されます．この判断に出願人が納得した場

合は，審査段階で手続きが終了することになります．しか

し，この判断結果について，出願人側に不服が生じる場合も

あります．このとき，この審査官の判断に対して不服申し立

ての道として開かれているのが，審判制度です．特許に関

する審判制度として，以下のようなものが挙げられます．

1）拒絶査定不服審判

2）特許異議申し立て

3）特許無効審判

4）訂正審判

5）訂正無効の審判

6）補正却下不服審判

ここでは，さまざまな審判の中で比較的審理件数が多く，

技術者の方が関与する可能性が高い1）～4）について，概

略を説明します．

拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判は，審査過程で拒絶査定の判断が下っ

た案件について，不服申し立てを行い，もう一度審理して

もらう制度です（図1）．
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〔図1〕拒絶査定不服審判のフロー

審査の段階で拒絶査定が下され，その判断に不服がある場合，拒絶査定不服
審判を請求することができる．また，審判請求時に補正書を提出した場合は，
前置審査というプロセスを経ることになる．前置審査では，審査官が特許性
について再度判断し，拒絶査定の心証が変わらない場合は，審判合議体で改
めて審理が行われる．
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●「拒絶査定」＝「特許性がない」とは限らない

ここで留意してほしいのは，「拒絶査定された案件は，特

許性がない出願である」という考えは誤りだという点です．

拒絶査定されるのは，「拒絶されるべき理由を含む出願だ

から」と理解しなければなりません．

例えば，ある発明について審査官が次のように認めたと

しましょう．

まず審査官は，拒絶理由を通知する段階で，請求項1と

請求項2の発明について拒絶理由を伝えます．同時に，請

求項3については拒絶理由が存在しないことを伝えるよう

になっています．

上記のケースでは，請求項1と請求項2の発明を出願人

が削除補正するという選択もあります．

しかし，ここでは請求項1と請求項2の発明についても

特許性があるという旨を意見書で反論したとしましょう．

そして，残念ながら審査官の心証が変わらなかった場合を

想定してください．この場合，たとえ請求項3について当

事者どうしが特許性を認め合っていても，請求項1と請求

項2について拒絶理由が存在するために，特許出願は拒絶

査定として処理されます．

この例からわかるように，たとえ拒絶査定になったとし

ても，請求項3の発明のように特許になりうる発明が含ま

れている可能性があります．ですから，拒絶査定が通知さ

れたとしても，冷静にその理由を考える必要があります．

●補正書を提出すると審判に先立って前置審査を行う

拒絶査定後の審判請求で補正書を提出すると，前置審査

というプロセスを経ることになります．これは，審判によ

る審理を始める前に，拒絶査定を下した審査官がその補正

書の内容を確認して，拒絶理由が解消されているかどうか

を審査するプロセスです．

例えば，前述の例において出願人が拒絶査定後に請求項

1と請求項2を削除するような補正を行ったとします（図

2）．審査官は，拒絶理由通知，拒絶査定を通じて，請求項

3については特許査定できると思っていました．とすれば，

請求項1と請求項2とが削除された以上，拒絶査定時に存

審査官：「請求項3のSRAMに関する入力アドレス・バ

ッファ回路の発明には特許性がある．しかし，請求項1

の単なる半導体集積回路に関する入力アドレス・バッフ

ァ回路と，請求項2の半導体メモリに関する入力アドレ

ス・バッファ回路の発明は拒絶である」

在していた拒絶理由がなくなります．すなわち，請求項3

については特許査定することになります．

審判過程において審査過程と同一の審査官が見るのでは

また同じ判断をされてしまうのではないかと，前置審査に

不信感を持つ方がいらっしゃるかもしれません．しかし，

審査官の判断が採用されるのは出願人側に有利な場合，す

なわち，特許査定の場合だけです．補正書があっても拒絶査

定を維持するべきと判断した場合，その審査官の拒絶査定

維持の心証に変化がない旨の報告書を審判部に参考資料と

して提出することになります．審判では参考資料はあくま

でも参考に過ぎず，新たに審理が行われることになります．

前置審査という制度を設けた主な理由は，審査効率を上

げるためです．出願人側からすれば，技術内容やこれまで

の経緯を把握している審査官にもう一度判断してもらうほ

うが，技術説明の手間が省ける点から効率的です．また，

特許庁側からすれば，審査官1人による処理は，3人の合

議体で行われる審判の合議よりもマンパワー的に見て効率

的です．

審判過程での出願人と審判合議体とのやり取りは，審査

のときと同じような形で進められます．ただ，審判過程で

は1件について審判官3人の目が入るので，よりち密な審

理が行われると考えてよいでしょう（p.154のコラム「『審査

官』と『審判官』」を参照）．

なお，拒絶査定不服審判の審決に不服がある場合，東京

高裁に出訴して，不服申し立てを行うことができます．
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〔図2〕前置審査

前置審査が特に有効なケースは，拒絶査定時の段階で特許性を有するクレー
ムが確実に存在している場合である．図の例では，拒絶査定時に特許性を有
すると判断された請求項3の発明に限定することにより，審判合議体の審理
が始まることなく前置審査の段階で特許査定となる．


